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津田沼駅南口地区に係る都市計画に関する説明会 

 

開催日時：令和５年１２月３日（日）午前１０時～、午後１時～ 

開催場所：習志野市役所３階大会議室 

出席人数：合計７４名 

 

『いただいた主なご意見・ご要望とその対応等』 

※説明会当日のご意見やご要望などについて、施行予定者である野村不動産株式会社への 

確認や担当部署への聞き取り等を行い、わかりやすく説明・解説・公開することを目的に 

作成しています。 

※当日のやり取りを記録したものではありません。 

番号 ご意見・ご要望等 対応等 

1 令和 3年 6月に市が実施した

「JR 津田沼駅南口駅前広場

地上部（一部除く）における

再整備計画案に対する市民

意見募集」等の意見は、今回

の駅前広場の計画にどのよ

うに反映されているのか。 

 令和 3 年 6 月に市が実施した「JR 津田沼駅南口駅前広場地上部（一

部除く）における再整備計画案に対する市民意見募集」において、市

民の皆様から様々なご意見をいただきました。その際にいただいたご

意見の概要と市の考え方については、令和 3 年 7 月 30 日付けで市ホ

ームページにてお知らせするとともに、ご意見を踏まえながら、千葉

県警察本部や関係機関との協議を進めてまいりました。 

 令和 3年 6月時点からの主な変更点は、民間の荷捌き場や緊急車両ス

ペースを確保したこと、バス乗降場のエレベーター周りに階段を追加

したこととなります。 

2 開発に伴う交通需要予測に

ついて、パーソントリップ調

査等の分析をどのように計

画に反映させているのか。 

 駅前広場の基本設計において、広場の基準面積を求める際に、パーソ

ントリップ調査の結果を活用した検討を行っています。 

3 ペデストリアンデッキが拡

大することで、駅前広場 1階

部分（商業施設北側 駐輪場

付近）が暗くなるのではない

か。安全・安心に利用できる

よう要望する。 

 駅前広場 1階部分の明るさについては、今後、照明灯の設計を進めて

いく中で、適切な照度が確保されるよう検討を行い、安全・安心に利

用できるよう努めてまいります。 

4 ペデストリアンデッキ上の

柵の高さは決まっているの

か。 

 柵の高さについては、今後、設計を進めていく中で、安全にデッキを

利用いただけるよう、定められている基準に則って検討してまいりま

す。 
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5 奏の杜方面からの歩行者交

通量が多いことから、3・4・

19 号線の歩行空間の確保に

ついて要望する。 

 3・4・19号線（モリシア津田沼側）について、市が用地を取得し歩道

を広げる予定はありませんが、今回の市街地再開発事業の施行予定者

である野村不動産株式会社の計画においては、建物を民間の敷地側に

後退させ、現状よりも 3ｍ広く、歩きやすい空間を確保する計画とな

っています（1階レベル）。 

 また、2 階レベルでは建物の外周を一周できる歩行者デッキの整備が

計画されており、奏の杜地区へ繋がる西側の幅員を広くするよう検討

されています。 

 なお、3・4・19号線（ロハル側）の歩道については、今回の事業の施

行区域外になることから拡幅整備等の予定はございません。 

6 駅前広場に面する民間敷地

内の昇降施設（エスカレータ

ー・エレベーター）は、24時

間稼働となるのか。 

 駅前広場に面する民間敷地内の昇降施設（エスカレーター・エレベー

ター）の稼働時間については、現時点で決定していません。 

 市としては、施行予定者である野村不動産株式会社に対し、一般の方

が出来る限り長い時間帯で利用出来るよう要望しています。 

7 駅前広場については、南側に

9m 拡幅するとのことだが、再

整備後の歩道幅員はどのよ

うになるのか。 

 駅前広場の拡幅は、主に一般車乗降場の整備、ペデストリアンデッキ

の橋脚の設置、歩道の整備を予定しており、合計で 9m となります。

そのうち、歩道の整備は約 3.5ｍを予定しています。 

 また、民間の敷地側にも 3ｍの歩行空間の整備が予定されていること

から、歩行空間の機能としては、3.5m+3m=6.5ｍ程度確保できる見込

みです。 

8 民間敷地内の歩行空間につ

いて、時間の経過と共に植栽

や駐輪スペース等の民間利

用へ替わってしまう例があ

る。継続的に歩行空間として

の機能を担保する手法はあ

るのか。 

 民間敷地内の歩行空間については、都市計画法の地区施設として法

的に位置づけることで、将来の機能についても担保されると考えて

います。 

 また、2階外周デッキについても、同様とします。 

9 歩行者動線について、どのよ

うに計画しているのか。 

①西側エリアへのアクセス

動線 

②JR津田沼駅～デッキ・広場

～商業施設への動線 

③バス乗降場へのアクセス

動線（周辺からバス島への乱

横断を懸念） 

④モリシア津田沼と津田沼

ザ・タワーを繋ぐ歩道橋の存

続 

①西側エリアへのアクセス動線 

 商業施設や住宅の多い西側エリアへのアクセスについても重要であ

ると認識しており、現計画では、民間敷地内（北西角）に階段及びエ

レベーターが設置される計画となっています。 

 また、西側へのデッキが未整備であることも課題の一つと捉え、将来

的な西側への延伸についても視野に入れて検討していきたいと考え

ています。 

②JR津田沼駅～デッキ・広場～商業施設への動線 

 駅から商業施設へのアクセス動線は、デッキ通路部分のみではなく、

広場部分からも可能となるよう考えています。 

 ペデストリアンデッキの設えは、イベント機能や憩いの空間の機能

を新たに導入していくコンセプトのもと、現在津田沼緑地で行って
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いるイベントの開催を想定するとともに、日常の使い方として、待ち

合わせや憩いの場となるよう検討しています。 

③バス乗降場へのアクセス動線（1 階におけるバス島への乱横断を懸

念） 

 今回の計画では、バス乗降場へのアクセスを出来る限りスムーズに

するため、1階と 2階を繋ぐエレベーターやエスカレーターが周辺に

整備される計画となっています。 

 また、1階レベルでの乱横断を防止するため、柵を設置するなど検討

を進めているところです。 

④モリシア津田沼と津田沼ザ・タワーを繋ぐ歩道橋の存続 

 当該歩道橋は市が管理しており、現計画では今後も利用できるよう

計画しています。 

10 津田沼緑地の廃止について

懸念する。新たな屋上広場の

法的位置づけや維持管理は

どのようになるのか。また、

屋上広場へのアクセス動線

はどのようになるのか。 

（同種のご意見２件） 

 現在の津田沼緑地は、バリアフリーや視認性の課題があり、今のまち

に合った形に再構築すべく検討を進めているところです。具体的に

は、駅前広場の上部に約 2,500 ㎡のペデストリアンデッキと商業施

設の屋上に約 4,000 ㎡の緑地機能を有した交流の場を配置するなど、

駅から連続した一体感のある緑の空間を確保する計画となっていま

す。 

 駅前広場の上部のペデストリアンデッキについては、引き続き本市

が所有・維持管理してまいります。 

 屋上広場については、民間施設となるものの、都市計画法による地区

施設として位置づけることにより機能を担保する計画となっていま

す。維持管理については、施行予定者である野村不動産株式会社の責

任で行っていただくものと考えています。 

 また、屋上広場へのアクセスについては、出来る限りスムーズな動線

が確保出来るようエレベーター等の設置が検討されています。 

11 屋上広場への日影の影響に

ついてどのように検討して

いるか。日影が多くなる緑地

空間になることを懸念する。 

 現在計画されている屋上広場は約 4,000 ㎡となっており、エリア毎

に様々な機能を持たせた憩いの空間が想定されていることから、日

影等の諸条件も考慮しながら、より良い空間になるよう引き続き協

議してまいります。 

12 50 階程度の住宅棟が計画さ

れているが、教育環境（学校）

への対応について、どのよう

に考えているのか。 

 「習志野都市計画 都市再開発の方針」における「津田沼駅南口地区」

の土地利用計画では、居住機能の配置が位置付けられており、人口の

張り付きは都市経営という観点においても、重要な要素であると考

えています。 

 一方でご意見のとおり、小学校や中学校の義務教育施設や保育所な

どの子ども施設への対応については、市街地再開発事業の施行に向

けて大切な協議事項の一つとしています。 

 市としては、児童の発生状況を分析し、本開発での許容範囲を捉えな

がら施行予定者である野村不動産株式会社と協議してまいります。 
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13 事業費はどの程度なのか。  施行予定者である野村不動産株式会社から、現時点での概算額とし

て、市街地再開発事業に係る総事業費は約 1,400 億円、そのうち本市

の負担額は約 140億円との説明を受けています。 

 市負担額の内訳は、駅前広場等整備費などの公共施設管理者負担金

及び市街地再開発事業の補助金として約 20 億円となります。（約 40

億円の支出の内、国からの補助金が約 20億円得られると想定してい

ます。なお、補助金については、今後の協議において変更になること

があります。） 

 また、文化ホール及び 200㎡規模の公益施設の取得費として、約 120

億円となります。 

 金額については現時点での概算額であり、今後の社会経済情勢や事

業計画の内容によっては変動が生じる可能性があります。 

14 建物の耐用年数はどの程度

か。また、今回の次の開発は

いつ頃と想定しているのか。

財政面の不安を感じる。 

 都市再開発法施行令で定められた耐用年限については、商業などの

店舗は 39 年、ホールなどの劇場は 41 年とされていますが、必ずし

もそれらの年限により建て替えが行われるものではないと考えてい

るため、次の開発は想定していません。 

 公共施設の管理や再生の考え方、方向性を示す公共施設等総合管理

計画では、基本方針の一つとして、「長寿命化の推進」を掲げ、長期

にわたる安心・安全なサービスの提供と財政負担の軽減に努めるこ

ととしています。 

15 再開発後の交通渋滞の問題

に懸念がある。現状、商業施

設や文化ホールの駐車場が

不足していると思われる。駐

車場の収容台数や出入口の

計画はどのようになるのか。 

（同種のご意見２件） 

 商業用の駐車場については、商業施設の規模に応じた附置義務分の

台数を確保するよう、法令に則り行政として指導してまいります。 

 附置義務以上の台数については、まちづくりの観点から設置を求め

ることも考えられますが、現時点で協議しているものではありませ

ん。ご意見については、施行予定者である野村不動産株式会社に伝

えてまいります。 

 なお、文化ホール用の駐車場については、現状と同様に専用駐車場

は整備しないこととしており、利用される方におかれましては公共

交通機関を利用しての来場をお願いするとともに、商業用の駐車場

を利用していただくことを想定しています。 

 駐車場の出入口計画や渋滞への対応については、周辺道路の計画を

含め、本市や警察等の関係機関と協議を行うことになります。 

16 今回の地区と近接している

都市計画道路 3・4・8号線の

計画はどのようになってい

るのか。いつ開通するのか。 

 都市計画道路 3・4・8 号線については、令和 9年 3月 31 日までの事

業認可を取得しており、完成を目指して取り組んでいます。 
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17 津田沼駅の南北の回遊性に

ついて改善してほしい。特に

自転車での行き来をし易く

してほしい。 

 今回の事業における開発整備の方針の一つとして「歩行者ネットワ

ーク」を掲げており、駅へのアクセス性やまちなかの回遊性を高め

る歩行者ネットワークの整備を目指しています。 

 自転車の回遊性については、本事業の中で、南口駅前広場に隣接す

る位置に自転車を載せることが可能な大きさのエレベーターを整備

する計画となっています。 

 また、北口においても隣接する船橋市と連携を図りながら、同様の

エレベーターの設置について検討を進めています。 

 これらの整備により自転車を利用する方々の津田沼駅南北の回遊性

を図る計画としています。 

18 事業者（施行予定者）の説明

会の予定はあるのか。事業計

画、工事期間中等の対応等に

ついても詳しく知りたい。周

知の仕方をどのように考え

ているのか。 

（同種のご意見３件） 

 事業に関する説明会について、市としても施行予定者である野村不

動産株式会社に対し開催を求めています。 

 現段階では、説明会の時期や開催方法等は決定しておりませんが、

事業内容について、しかるべき時期に発信できるよう、野村不動産

株式会社へ伝えてまいります。 

19 現モリシア津田沼のテナン

トの営業はいつまでを予定

しているのか。また再開はい

つ頃になるか。 

 各テナントの営業期間や新たな商業施設の再開時期については、施

行予定者である野村不動産株式会社からは、現在検討中と伺ってい

ます。 

 なお、現段階で想定されている事業スケジュールでは、令和 13 年中

に新たな商業施設などの施設建築物が竣工する予定となっていま

す。 

20 土地及び建物の所有の権利

関係について、①現状及び②

今後どのようになるのかを

知りたい。 

（同種のご意見２件） 

①現在の権利関係について 

 土地の所有者は、駅前広場：市、津田沼緑地：財務省（市が借受け

公園として管理）、モリシア津田沼：三井住友信託銀行株式会社（野

村不動産株式会社が信託受益権を保有）となっています。文化ホー

ルについて、市は借地権を保有しています。 

 建物の所有者は、モリシア津田沼：三井住友信託銀行株式会社（野

村不動産株式会社が信託受益権を保有）と習志野文化ホール：市の

区分所有となります。 

②再開発後の権利関係について 

 建物は、建築基準法上は一敷地一建物ですが、区分所有法上は複合

施設棟（商業施設・文化ホールなど）と住宅棟を別々とする計画で

す。 

 土地の所有者は、駅前広場：市、複合施設棟（商業施設・文化ホー

ルなど）については、現時点では財務省・市・野村不動産株式会社

の三者になると想定しています。住宅棟については、区分所有者全

員の共有になると想定しています。 

 建物の所有者は、複合施設棟（商業施設・文化ホールなど）につい
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ては、現時点では財務省・市・野村不動産株式会社の三者になると

想定しています。住宅棟については、区分所有者全員の共有になる

と想定しています。 

※再開発後の権利関係については、現在の津田沼緑地の土地の所有者で

ある財務省が仮に再開発後の権利として新たな建物の床を求めた場

合を想定しているものであり、現時点では決定しているものではあり

ません。 

21 地下駐車場は、商業用となる

のか。住宅棟居住者も利用す

るのか。 

 複合施設棟（商業施設・文化ホールなど）の地下に位置する駐車場

は、商業用の駐車場とされています。住宅棟居住者の駐車場につい

ては、現計画では、住宅棟内のタワーパーキングが想定されていま

す。 

22 他市の事例において、住宅棟

の地下に設置されている設

備スペース等に浸水被害等

が発生している。今回はどの

ようになるのか。 

 施行予定者である野村不動産株式会社にてこれからの住居機能に適

したものが計画されると考えています。ご意見については、野村不

動産株式会社へ伝えてまいります。 

23 近隣都市における開発計画

が進む中、パルコ閉館をはじ

めとする現在の津田沼駅周

辺の状況に危機感を覚えて

いる。時間の経過とともに改

修すべき点が増えてきてい

る。地元商店会としても、こ

れまで色々とまちづくりに

参加しており、事業に向けた

都市計画の話が進むと聞き、

安心している。 

駅から商業施設への距離が

近くなり、雨に濡れずに商業

施設へ入る動線ができれば、

非常に良い形になる。新しい

まちに生まれ変わり、新しい

住民が増えることに期待し

ている。今回の再開発に非常

に期待しており、1 日も早い

オープンを目指してほしい。 

（同種のご意見３件） 

 前向きなご意見として承ります。 

 市としても習志野文化ホールの再開など、早期の事業完了を目指し

ております。引き続きスケジュールを意識しながら取り組んでまい

ります。 
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24 令和 3年 6月に市が実施した

「JR 津田沼駅南口駅前広場

地上部（一部除く）における

再整備計画案に対する市民

意見募集」の際に示されたよ

うな詳細な図面が示される

と分かりやすい。 

今後、意見交換の場や市民が

意見を言う機会はあるのか。

丁寧な説明をお願いしたい。 

 津田沼駅南口の市街地再開発事業に係る情報提供については、習志

野市ホームページにて随時行っています。今後についても出来る限

りわかりやすく情報提供を行いたいと考えています。 

 意見交換の場については、事業に関する説明会ついて、市としても

施行予定者である野村不動産株式会社に対し開催を求めています。

また、今後予定している都市計画の手続きにおいて意見を述べる機

会が設けられています。 

25 これまでの計画策定はどの

ような過程の中で決定され

たのか。また、今後の計画に

ついては、どの段階でどのよ

うに市民が意見を述べるこ

とができるのか。 

①これまでのプロセスについて 

平成 27年度 

 ＪＲ津田沼駅周辺地域まちづくり検討方針の策定にあたり、商業関

連者・地権者・交通事業者等の関係者へのヒアリングを実施いたし

ました。 

令和 2年度 

 千葉県において習志野都市計画都市再開発の方針を決定する手続き

の過程において、公聴会や案の縦覧を行い、意見を述べる機会を設

けた上で、千葉県都市計画審議会に諮りました。 

令和 3年度 

 駅前広場の再整備計画案について、パブリックコメントに準じた市

民意見募集を行いました。 

令和 3年度～ 

 文化ホール再建設に関する基本構想や基本計画の策定過程において

は、パブリックコメントの実施や第三者機関における協議等を行い

ました。  

②今後について 

 都市計画手続きの過程において、公聴会や案の縦覧を行い、意見を

述べる機会を設けた上で、習志野市都市計画審議会に諮ってまいり

ます。 

 また、事業に関する説明会について、市としても施行予定者である

野村不動産株式会社に対し開催を求めています。 

26 津田沼駅南口地区を含む市

内全域の自転車ネットワー

クをどのように考えている

のか。 

 市内全域の自転車ネットワークの整備については、習志野市自転車

交通環境整備計画に基づき順次整備を行っているところです。なお、

今回の事業における駅前広場内の自転車ネットワークについては、

自転車から降りて歩道を歩いて頂くことを想定していることから、

自転車通行空間の整備は行いません。 

 その他の自転車関連の取り組みとしては、駅前広場に隣接する位置

に自転車を載せることが可能な大きさのエレベーターを整備し、南

北の回遊性に資する計画としています。 
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 また、現在の JR津田沼駅南口自転車駐車場に替わる駐輪場を駅前広

場の正面に配置し、千葉工業大学側とロハル側の両方向からアクセ

ス出来るようにするなど、機能の向上を目指しているところです。 

 参考：習志野市自転車交通環境整備計画 

27 通常の市街地再開発事業は

密集市街地を解消するため

に公開空地や公園を造り、高

度利用をしていく。一方、今

回は公園を廃止してしまう

ことに疑問を感じる。 

 商業施設「モリシア津田沼」や文化ホールは建設後約 45 年が経過

し、老朽化や陳腐化が進むとともに、駅前広場においてもバス乗降

場の不足や一般車乗降場の未整備などが課題となっていることか

ら、市街地再開発事業により、土地の合理的かつ健全な高度利用及

び都市機能の更新を図りたいと考えています。 

 その中で、津田沼緑地については廃止となりますが、その機能につ

いては再開発後も向上させるよう計画しています。 

28 駅前のトイレの設置につい

て検討してほしい。 

 公共の公衆トイレを区域内に整備する予定はございません。現在の

モリシア津田沼と同様に、再開発後も駅前広場至近の位置に、市民

が利用しやすいトイレを設置していただけるよう、施行予定者であ

る野村不動産株式会社と協議しているところです。 

 

https://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikankyo/narashino_city_zitennsyaseibi.html 


